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橋
本
市
議
会
基
本
条
例
（
素
案
）

前
文平

成
12
年
４
月
に
い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
一
括

法
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
地
方
自
治
体
の
自

己
責
任
及
び
自
己
決
定
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、

二
元
代
表
制
の
も
と
議
会
が
果
た
す
べ
き
責
任

及
び
役
割
が
さ
ら
に
大
き
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

橋
本
市
は
、
平
成
18
年
３
月
１
日
、
旧
橋

本
市
と
旧
高
野
口
町
が
合
併
し
、
人
口
約

７
万
人
の
新
し
い
ま
ち
と
し
て
誕
生
し
た
。

世
界
遺
産
の
霊
峰
高
野
山
、
金
剛
山
系
の
み

ど
り
豊
か
な
大
地
と
清
流
紀
の
川
の
恵
み
を

受
け
、
緑
と
水
が
輝
く
「
時
間
ゆ
た
か
に
流

れ　

く
ら
し
潤
う
創
造
都
市　

橋
本
」
を
将

来
像
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

橋
本
市
議
会
は
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
理
念
に
か
ん
が
み
、
市
民
の
負
託
に
応

え
る
べ
く
、
議
員
間
相
互
の
議
論
を
深
め
て

合
意
形
成
を
図
り
、「
市
民
に
開
か
れ
た
議

会
」
と
「
住
民
自
治
の
実
現
」
そ
し
て
、
議

会
活
動
の
充
実
強
化
、
合
理
化
、
効
率
化
を

図
り
、
よ
り
本
市
発
展
に
寄
与
す
る
議
会
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
中
、
ま
ず
は
わ
か

り
や
す
く
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
議
会
改

革
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

議
会
の
あ
る
べ
き
姿
、
そ
れ
は
市
民
の
声

を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
市
民
と
情
報

や
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
、
行
政
の
執
行
が

適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
議
会
の
監
視
機
能

を
強
化
す
る
こ
と
、
責
任
あ
る
決
定
を
行
う

た
め
に
合
意
形
成
を
目
指
し
て
活
発
な
議
員

間
の
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
、
市

の
政
策
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
に
積
極
的

橋本市議会基本条例（素案）
　に対する意見を募集します

橋本市議会では、議会の基本理念、議会・議員の活動原則、
市民との関係など、議会に関する基本的事項を定め、議会が果
たすべき役割と進むべき方向を定める「橋本市議会基本条例（素
案）」をまとめました。

この条例（素案）に対し、広く市民の皆さまからのご意見を
募集します。

また、第３回議会報告会においても、皆さまからご意見を頂
戴したいと思います。

なお、提出いただいたご意見を参考に、条例案をまとめる予
定です。

●応募・閲覧期間
５月１日（木）〜５月 23 日（金）

●応募方法（様式自由）
◎郵送・持参

〒 648-8585
橋本市 議会事務局 議事調査係

※持参の場合は、８時 30 分〜 17 時
（土・日・祝日を除く）

※郵送の場合は、５月 23 日の消印まで
◎ＦＡＸ・電子メール

ＦＡＸ 33-1268
電子メール gikai@city.hashimoto.lg.jp

【注意事項】
住所・氏名が記載されていない場合や、 電

話での受付けはできません。

●閲覧場所
◎議会事務局（市役所 本庁舎 3 階）
　８時 30 分〜 17 時（土・日・祝日を除く）
◎市議会ホームページ　http://www.chw.jp/
◎本号（市議会だより 36 号）

●意見の取り扱いと結果の公表
提出されたご意見の概要及び、これに対す

る市議会の考え方を市議会ホームページで公
表します。

なお、提出されたご意見に対する個別の回
答や提出された意見書の返却はしません。

●問い合わせ　議会事務局 議事調査係

議
会
基
本
条
例
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に
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
橋
本
市
議
会
は
、
市
民
と
の
協

働
に
よ
る
、
民
主
的
で
輝
く
未
来
に
つ
な
が

る
ま
ち
づ
く
り
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
最
も
根
幹
と
な
る

支
柱
と
し
て
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
１
章　

総
則

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
橋
本
市
議
会
（
以

下
「
議
会
」
と
い
う
。）
及
び
橋
本
市
議

会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。）
に

係
る
基
本
的
事
項
を
定
め
、
市
民
の
信
頼

に
応
え
る
責
任
あ
る
活
動
に
よ
り
橋
本
市

の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
市
民
福
祉
の

向
上
と
公
正
で
民
主
的
な
市
政
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
議
会
の
役
割
）

第
２
条　

議
会
は
、
市
民
の
代
表
で
構
成
す

る
市
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
議
決
の

責
任
を
負
う
。

２　

議
会
は
、
行
政
活
動
の
監
視
及
び
政
策

の
立
案
を
行
う
。

第
２
章　

議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
３
条　

議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原

則
に
基
づ
き
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

公
平
性
及
び
透
明
性
を
確
保
し
、
市

民
に
開
か
れ
た
わ
か
り
や
す
い
議
会
運

営
を
行
う
こ
と
。

⑵　

市
民
に
積
極
的
な
情
報
公
開
を
行
う

と
と
も
に
、
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

⑶　

自
由
闊
達
な
議
論
を
行
い
、
市
政
の

課
題
に
関
す
る
論
点
及
び
争
点
を
明
ら

か
に
し
、
市
長
等
の
執
行
機
関
（
以
下

「
市
長
等
」
と
い
う
。）
と
議
員
が
熟
議

対
論
す
る
場
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

⑷　

市
政
へ
の
市
民
参
加
を
推
進
す
る
た

め
、
多
様
な
機
会
を
設
け
る
こ
と
。

２　

円
滑
で
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
議
会
運

営
を
行
う
た
め
に
、
こ
の
条
例
に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か
、
議
会
運
営
の
基
本
と
な

る
橋
本
市
議
会
会
議
規
則
（
平
成
18
年
橋

本
市
議
会
規
則
第
１
号
）
、
橋
本
市
議
会

委
員
会
条
例
（
平
成
18
年
橋
本
市
条
例
第

２
２
９
号
）
及
び
橋
本
市
議
会
申
し
合
わ

せ
事
項
を
別
に
定
め
、
適
宜
又
は
継
続
的

に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
４
条　

議
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
原

則
に
基
づ
き
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

議
員
で
あ
る
前
に
人
と
し
て
の
倫
理

観
を
正
し
く
持
つ
こ
と
。

⑵　

市
民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
、市
民
の
代

表
と
し
て
良
心
と
責
任
を
持
ち
、議
員
と

し
て
の
品
位
を
保
持
し
、識
見
を
養
う
こ
と
。

⑶　

議
会
が
言
論
の
場
で
あ
る
こ
と
及
び
合

議
制
機
関
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
議
員

間
の
自
由
な
意
見
交
換
に
努
め
る
こ
と
。

⑷　

市
政
全
般
に
関
す
る
課
題
、
市
民
の

意
見
、
要
望
等
を
的
確
に
把
握
す
る
と

と
も
に
、
自
ら
の
能
力
を
高
め
る
不
断

の
研
鑽
に
努
め
、
市
民
の
代
表
と
し
て

相
応
し
い
振
る
舞
い
、活
動
を
行
う
こ
と
。

⑸　

議
会
の
構
成
員
と
し
て
、
一
部
の
団

体
又
は
地
域
等
に
偏
る
こ
と
な
く
、
市

民
全
体
の
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て

活
動
す
る
こ
と
。

　（
会
派
）

第
５
条　

議
員
は
、
議
会
活
動
を
行
う
た
め

会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

会
派
は
、
政
治
的
信
条
、
政
策
等
を
共

有
す
る
２
人
以
上
の
議
員
で
構
成
し
、
運

営
す
る
こ
と
と
す
る
。

３　

会
派
は
、
政
策
立
案
、
政
策
決
定
及
び

政
策
提
言
等
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
会
派

間
で
調
整
を
行
い
、
合
意
形
成
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

４　

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
会
派
の
代
表
者
に
よ
る
会
議
（
以
下

「
代
表
者
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

代
表
者
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

第
３
章　

市
民
と
議
会
の
関
係

（
市
民
と
議
会
の
関
係
）

第
６
条　

議
会
は
、
議
会
の
活
動
に
関
す
る

情
報
公
開
を
行
う
と
と
も
に
、
情
報
の
共

有
を
推
進
し
、
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
本
会
議
の
ほ
か
、
常
任
委
員

会
、
議
会
運
営
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
原
則

公
開
と
す
る
。

３　

議
会
は
、地
方
自
治
法（
昭
和
22
年
法
律

第
67
号
。以
下「
法
」と
い
う
。）第
１
０
０

条
の
２
の
規
定
に
よ
る
専
門
的
知
見
の
活
用

並
び
に
法
第
１
０
９
条
第
５
項
及
び
法
第

１
１
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
制
度
及

び
参
考
人
制
度
を
十
分
に
活
用
し
て
、市
民
の

専
門
的
又
は
政
策
的
識
見
等
を
議
会
の
討
議

に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

議
会
は
、
請
願
を
市
民
か
ら
の
政
策
提

言
と
受
け
止
め
、
審
査
等
に
あ
た
っ
て
は
請

願
者
の
説
明
機
会
の
確
保
に
努
め
る
と
と

も
に
、
審
査
等
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
当

該
請
願
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
陳
情
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

５　

議
会
は
、
市
民
に
対
し
、
議
会
で
の
審

議
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
報
告
す
る
と

と
も
に
、
市
民
と
の
意
見
交
換
の
場
を
多

様
に
設
け
、
議
員
の
政
策
立
案
能
力
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
政
策
提
言
の
拡
大
を

図
る
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
広
聴
委
員
会
）

第
７
条　

議
会
は
、
広
報
広
聴
機
能
の
充
実

の
た
め
、
広
報
広
聴
委
員
会
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

議
会
基
本
条
例
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２　

広
報
広
聴
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
別
に
定
め
る
。

　（
議
会
報
告
会
）

第
８
条　

議
会
は
、
市
政
の
諸
課
題
に
対
処

し
、
市
民
参
加
及
び
市
民
と
の
連
携
を
高

め
る
方
策
と
し
て
、
市
民
に
対
す
る
議
会

報
告
会
を
開
催
し
、
自
由
に
情
報
及
び
意

見
を
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

議
会
報
告
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

第
４
章　

行
政
と
議
会
の
関
係

（
市
長
等
と
の
関
係
の
基
本
原
則
）

第
９
条　

議
会
及
び
議
員
は
、
二
元
代
表
制

に
係
る
市
長
等
と
の
立
場
及
び
権
能
の
違

い
を
踏
ま
え
、
緊
張
あ
る
関
係
の
構
築
と

保
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
に
お
け
る
質
疑
は
、
論
点
及
び
争

点
を
明
確
に
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
一
般
質
問
に
つ
い
て
は
、
一
問
一
答

方
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

議
長
又
は
委
員
長
は
、
会
議
等
に
お
け

る
審
議
又
は
審
査
の
充
実
を
図
る
た
め
、

会
議
等
の
論
点
等
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
か
ら
本
会

議
及
び
委
員
会
に
出
席
を
要
請
さ
れ
た
市

長
等
に
対
し
、
確
認
及
び
釈
明
発
問
の
機

会
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４　

議
会
は
、
市
長
等
が
提
案
す
る
重
要
な

政
策
に
つ
い
て
は
、
議
会
審
議
を
通
じ
て

政
策
水
準
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、

必
要
な
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め

る
も
の
と
す
る
。

（
法
定
外
の
執
行
機
関
委
員
の
就
任
）

第
10
条　

議
員
は
、
二
元
代
表
制
及
び
住

民
自
治
の
観
点
か
ら
、
市
長
等
が
設
置

す
る
法
定
外
諮
問
機
関
及
び
審
議
会
等

の
委
員
に
原
則
と
し
て
就
任
し
な
い
こ

と
と
す
る
。

第
５
章　

議
会
の
活
動

（
議
会
審
議
に
お
け
る
論
点
の
明
確
化
）

第
11
条　

議
会
は
、
市
長
等
が
提
案
す
る

重
要
な
政
策
等
に
つ
い
て
、
論
点
を
明

確
に
し
、
深
く
審
議
を
行
う
た
め
、
市

長
等
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め

る
も
の
と
す
る
。

⑴　

政
策
等
の
発
生
源

⑵　

提
案
に
至
る
ま
で
の
経
緯

⑶　

他
の
自
治
体
の
類
似
す
る
政
策
等
と

の
比
較
検
討

⑷　

市
民
参
加
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

等
含
む
）
の
実
施
有
無
と
そ
の
内
容

⑸　

総
合
計
画
と
の
整
合
性

⑹　

実
施
に
係
る
財
源
措
置

⑺　

将
来
に
わ
た
る
コ
ス
ト
計
算

２　

議
会
は
、
予
算
及
び
決
算
の
審
査
に
当

た
り
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
わ
か
り

や
す
い
施
策
別
又
は
事
業
別
の
予
算
及
び

決
算
の
概
要
資
料
等
の
提
出
と
説
明
を
市

長
等
に
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
決
事
件
の
拡
大
）

第
12
条　

法
第
96
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

く
議
会
の
議
決
事
項
は
、
議
会
が
市
政
に

お
け
る
重
要
な
政
策
の
決
定
に
参
画
す
る

観
点
と
、
市
長
等
の
政
策
執
行
上
の
必
要

性
を
比
較
し
、
橋
本
市
議
会
の
議
決
す
べ

き
事
項
を
定
め
る
条
例
（
平
成
18
年
３
月

１
日
条
例
第
２
２
８
号
）
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
議
会
に
よ
る
研
修
）

第
13
条　

議
会
は
、
議
員
の
政
策
形
成

及
び
立
案
能
力
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、

充
実
し
た
議
員
研
修
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

第
６
章　

委
員
会
の
活
動

（
委
員
会
の
活
動
）

第
14
条　

委
員
会
は
、
そ
の
特
性
を
活
か
し
、

専
門
的
及
び
具
体
的
な
議
論
に
よ
り
議
案

等
の
審
査
を
行
い
、
資
料
等
を
積
極
的
に

公
開
し
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
議
論
を

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

委
員
会
は
、
市
民
か
ら
の
要
請
が
あ
れ

ば
、
必
要
に
応
じ
て
審
査
の
経
過
等
の
説

明
及
び
意
見
交
換
等
の
場
を
設
け
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

委
員
会
は
、議
会
に
お
け
る
政
策
立
案
及

び
政
策
提
案
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
７
章　

議
員
の
活
動

（
議
員
の
政
治
倫
理
）

第
15
条　

議
員
は
、
市
民
の
代
表
者
と
し
て

そ
の
倫
理
性
を
自
覚
し
、
良
心
及
び
責
任

感
を
持
っ
て
、
議
員
の
品
位
を
保
持
し
、

見
識
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
員
は
、
公
務
外
の
活
動
に
お
い
て
も
、

常
に
品
位
を
保
持
し
、
い
か
な
る
場
合
に

お
い
て
も
、
公
平
、
公
正
な
判
断
に
よ
り

行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

議
員
の
辞
職
及
び
資
格
の
決
定
、
紀
律
、

懲
罰
に
つ
い
て
は
、
法
第
１
２
６
条
か
ら

第
１
３
７
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

政
治
倫
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
る
。

（
議
員
に
よ
る
研
修
及
び
調
査
研
究
）

第
16
条　

議
員
は
、
資
質
、
政
策
形
成
及
び

立
案
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修
と

調
査
研
究
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

岡
潔
氏
の
記
念
碑
（
市
役
所
前
）

議
会
基
本
条
例

市議会だより第36号 2014.5 8



5

（
議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬
）

第
17
条　

議
員
定
数
は
、
橋
本
市
議
会
議
員

定
数
条
例
（
平
成
21
年
橋
本
市
条
例
第
24

号
）
、
議
員
報
酬
は
、
橋
本
市
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
支
給
条
例
（
平
成
18
年
橋
本

市
条
例
第
56
号
）
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

２　

議
員
定
数
は
、
議
会
の
使
命
及
び
活
動

原
則
に
基
づ
き
、
議
会
の
機
能
を
果
た
す

た
め
に
必
要
な
数
を
基
本
と
し
、
人
口
、

面
積
、
財
政
力
及
び
類
似
市
と
比
較
検
討

す
る
と
と
も
に
、
市
政
の
現
状
、
事
業
課

題
及
び
将
来
予
測
と
展
望
を
十
分
考
慮
す

る
も
の
と
す
る
。

３　

議
員
報
酬
は
、
市
民
の
負
託
を
受
け
た

議
員
の
職
務
遂
行
に
対
し
支
給
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
議
員
は
自
覚
し
、
議
員

定
数
と
同
様
の
理
念
に
基
づ
い
て
決
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

４　

議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬
に
関
す

る
規
定
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

基
準
等
明
確
な
改
正
理
由
を
示
す
も
の

と
し
、
議
会
活
動
の
評
価
等
に
関
し
て

市
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、
参
考

人
制
度
及
び
公
聴
会
制
度
を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５　

議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬
に
関
す
る
規

定
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
直
接
請

求
に
よ
る
場
合
及
び
市
長
が
提
出
す
る
場

合
を
除
き
、
法
第
1
0
9
条
第
６
項
又
は

法
第
1
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

委
員
会
又
は
議
員
が
、
明
確
な
改
正
理
由

を
付
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
務
活
動
費
）

第
18
条　

政
務
活
動
費
は
、
政
策
の
立
案
及

び
提
案
並
び
に
市
政
に
関
す
る
調
査
及
び

研
究
活
動
に
資
す
る
た
め
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

２　

議
員
は
、
政
務
活
動
費
の
使
途
に
つ
い

て
明
確
に
し
、
市
民
の
求
め
に
応
じ
て
公

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

政
務
活
動
費
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

第
８
章　

議
会
及
び
議
会
事
務
局
の

整
備
体
制

（
予
算
の
確
保
）

第
19
条　

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
議
決
機
関
と
し
て
の
機
能
を
充

実
、
確
保
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
円
滑
な

議
会
運
営
を
実
現
す
る
た
め
、
必
要
な
予

算
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備
）

第
20
条　

法
第
１
３
８
条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
議
会
に
事
務
局
を
置
く
。

２　

事
務
局
は
、
議
会
活
動
に
必
要
と
さ
れ

る
行
政
情
報
の
収
集
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３　

議
会
は
、
議
会
の
政
策
立
案
能
力
を
向

上
さ
せ
、
議
会
活
動
を
円
滑
か
つ
効
率
的

に
行
う
た
め
、
事
務
局
の
調
査
及
び
法
制

機
能
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
図
書
室
）

第
21
条　

議
会
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
資

す
る
た
め
、
議
会
図
書
室
の
充
実
に
努
め
、

そ
の
有
効
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
広
報
の
充
実
）

第
22
条　

議
会
は
、
議
案
に
対
す
る
各
議
員

の
対
応
を
議
会
広
報
で
公
表
す
る
な
ど
、

市
民
に
対
し
て
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
情
報
技
術
の
発
達
等
を
踏
ま

え
た
多
様
な
広
報
手
段
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
多
く
の
市
民
が
議
会
と
市
政
に

関
心
を
持
つ
よ
う
議
会
広
報
活
動
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
章　

改
正

（
見
直
し
手
続
き
）

第
23
条　

議
会
は
、
議
会
改
革
の
継
続
的

な
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め
、
こ
の
条

例
の
施
行
後
、
常
に
市
民
の
意
見
、
社

会
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
て
議
会
運

営
に
か
か
わ
る
不
断
の
評
価
と
改
善
を

行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の

条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
を

検
証
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

議
会
は
、
前
項
の
検
証
結
果
に
基
づ
い

て
、
改
善
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
こ
の

条
例
の
改
正
を
含
め
て
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

３　

議
会
は
、
こ
の
条
例
を
改
正
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
議
員
全
員
が
賛
同
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
会
議
に
お
い
て

改
正
の
理
由
を
詳
し
く
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
10
章　

最
高
規
範
性

（
最
高
規
範
性
）

第
24
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会
の
最
高
規
範

で
あ
り
、
議
会
は
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
反

す
る
議
会
に
関
す
る
他
の
条
例
、
規
則
等

を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
議
員
全
員
に
こ
の
条
例
の
理

念
を
理
解
さ
せ
る
た
め
、
一
般
選
挙
を
経

た
任
期
開
始
後
速
や
か
に
、
こ
の
条
例
に

関
す
る
研
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
会
基
本
条
例
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